
（様式２－２） 

宮城県船形の郷に係る指定管理者の指定について 

 

１ 施設概要 

施設名 宮城県船形の郷 

所在地 黒川郡大和町吉田字上童子沢２１  

 

２ 募集期間 

  令和２年７月１７日から令和２年８月３１日まで 

 

３ 応募団体（１団体） 

  社会福祉法人宮城県社会福祉協議会  

 

４ 審査日程   

第一次審査（書類審査）  令和２年９月１日から令和２年９月２５日まで 

最終審査         令和２年１０月２３日 

 

５ 審査方法 

令和２年１０月２３日に宮城県保健福祉部指定管理者選定委員会を開催し，公の施設の指定

管理者の指定の手続等に関する条例第３条に規定する選定基準により，下記の項目について審

査を行い候補者を選定した。  

審査項目 審査の視点 配点 

計画の内容及び
実現性 

・設置目的・施設管理運営の基本方針に沿った運営方針・事業

計画であるか。 

・人員配置計画及び管理運営の体制が適切か。 

・人材の確保，育成の方針は適切か。 

・施設の日常的な維持管理計画は適切か。 

・事業計画について，体制や手法が的確であるか。 

・事業計画について，具体性があり，実現可能であるか。 

・仕様書を満たした対応となっているか。 

・利用者サービスの向上に向けた取組が具体的かつ効果的なも

のか。 

・安全対策の考え方や体制は適切か。 

・個人情報の保護の考え方や体制は適切か。 

・環境への配慮や情報公開の考え方や体制は適切か。  

１２０点 

申請者の能力 
・申請者の業務内容は，指定管理者としてふさわしいか。 

・財務関連から見た申請者の経営状況は健全であるか。  

４０点 

収支計画 

・経費の積算が適切か。 

・経費の節減が図られているか。  

・経費の節減方法に工夫や実効性があるか。  

４０点 

 
 
 
 



６ 選定委員の氏名等  

 氏   名 所属・職 

委員長 武内 浩行 宮城県保健福祉部 次長 

副委員長 永井  彰 東北大学大学院文学研究科 教授 

委員 丸山 水穂 官澤綜合法律事務所 弁護士 

委員 橋本 潤子 公認会計士橋本潤子事務所 公認会計士 

  

７ 採点一覧表 

団体名 審査項目 委員Ａ 委員Ｂ 委員Ｃ 委員Ｄ 合 計 摘 要 
 
社会福祉
法人 

宮城県社
会福祉協
議会 

計画の内容及

び実現性 
８３ ８４ ９４ ９０ ３５１ 

 
指定管理者候補者 

 

 申請者の能力  ３２ ４０ ３２ ４０ １４４ 

収支計画 ２１ ２１ ２４ ２４ ９０ 

合  計 １３６ １４５ １５０ １５４ ５８５ 

 

８ 指定管理者候補者の指定管理予定価格（収支計画） 

収入総額 ５，１８７，２４１千円（うち県指定管理料 ５，１８７，２４１千円） 

支出総額 ５，１８７，２４１千円 

 

９ 指定管理者候補者 

団体名 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会  

代表者 会長 加藤 睦男 

所在地 仙台市青葉区上杉一丁目２番３号  

 

10 指定期間 

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

11 選定理由 

計画の内容及び実現性については，施設の設置目的を踏まえた運営方針を定めており，事

業計画は施設の適正かつ確実な管理運営を行い，サービス向上を図ろうとするものであり，そ

の実施体制や方法等は適当であると認められる。また，現在の指定管理者であることから，本

施設の建替えによる利用者の新しい施設への円滑な移行ができるものと考えられる。 

申請者の能力については，障害などの分野において，関係機関との協働実績を有している

ほか，これまで３期１５年にわたり本施設の指定管理者として安定した管理運営を行っている

ことも評価できる。 

収支計画については，業務委託による経費削減等に取り組んでいるほか，監査法人の指導

を仰ぎながらコスト管理を行うなど，実効性を高める努力も認められる。  

以上から，公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条に規定する選定基準

を全て満たしており，施設の管理運営を安定的・効果的・効率的に行う能力があると認められ

ることから，指定管理者として適当と判断した。  

なお，募集方法については，本施設の建替えによる利用者の新しい施設への円滑な移行を

行うため，現在の指定管理者である社会福祉法人宮城県社会福祉協議会が，引き続き管理運営

を行うことが最も適していると考えられることから，非公募による募集としたもの。 

 

 

 



12 指定管理者の指定 

宮城県保健福祉部指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ，上記９の指定管理者候補者

を，令和２年１１月県議会の議決を経た上で，令和２年１２月１６日に指定管理者に指定した。 

 


